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監 査 委 員

監査結果に対する措置の公表

平成17年３月23日付け青監査第114号で報告した監査の結果に基づいて､ 地方自治

法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の規定により､ 青森県知事､ 青森県教育委

員会委員長及び青森県公安委員会委員長から措置を講じた旨の通知があったので､ 同

項の規定により､ 次のとおり公表する｡

平成17年11月25日

青森県監査委員 林 忠 男

同 鶴 賀 茂 世

同 滝 沢 求

同 平 山 誠 敏

…………………………………

要 望 事 項 対 応 機 関 措 置 の 内 容

１ 職務に専念する義務
の免除承認について
(対応を求める相手：

人事課 平成17年５月19日付け青人
第130号 (別紙) により､ 団
体の事務に県職員が従事する

知事部局､ 教育庁､ 警
察本部の当該事務の所
管課)

職務に専念する義務の
免除については､ ｢職務
に専念する義務の特例に
関する条例｣ 及び ｢職務
に専念する義務の特例｣
に基づき､ 任命権者ごと
に職務に専念する義務の
免除承認手続の規定等を
定めているが､ 実態調査
等の結果から明らかなよ
うに団体の事務に従事す
る際の職専免承認手続の
不備等が多数見受けられ
たことから､ 次の点につ
いて要望する｡� 知事部局､ 教育庁
においては､ 団体の
事務に従事する場合
の ｢職務に専念する
義務の免除承認が必
要な場合｣ と ｢必要
でない場合｣ に対す
る認識誤りや職専免
承認手続の取り忘れ
が見られたことから､
統一的な運用がなさ
れるよう対応される
こと｡� 県立学校職員を対
象にした ｢青森県立
学校職員規程｣ は､
職務に専念する義務
の免除の対象となる
団体を青森県教育厚
生会と青森県学校生
活協同組合の２団体
に限定しているが､
今回の実態調査にお
いて判明した各種団
体への従事をどのよ
うにとらえるのかを
整理し､ 必要があれ
ば同規程の見直しに
ついても検討される
こと｡� 警察本部において

場合の職務に専念する義務の
免除に関して､ 各所属へ自己
点検を指示した｡
点検票提出時点で､ 職専免
の承認を受けるべきにもかか
わらず手続きを執っていなかっ
たものが11団体あったが､ 速
やかに手続きを行う予定であ
る｡

県立学校課 職専免承認手続きの統一的
な運用がなされるよう､ 平成
17年３月31日付け青教県第13
66号 ｢職務に専念する義務の
免除の承認手続きの一部簡略
化について (通知) ｣ により
通知し､ 学校運営上特に必要
と認められる各種団体を明示
するとともに事務に従事する
場合の職専免について学校に
おいて事務処理が完了するよ
う簡素化を図り､ 適正に免除
承認を行うこととした｡

企画政策課 条例､ 規則､ 既存の通達の
内容､ 防犯協会の事業内容及
び職員が従事する事務内容並
びに人事委員会との検討結果
を踏まえ､ 防犯協会に係る事
務を職専免対象業務から除外
することとし､ 平成17年８月
中に職専免に係る新たな通達
を発出予定｡
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は､ 職専免承認を受
けている団体が防犯
協会だけであり､ 他
の団体はすべて警察
業務として従事して
いるため職専免承認
不要との取扱いをし
ていたが､ 防犯協会
だけ職専免承認が必
要で他団体が必要で
ないということに対
する合理的な理由を
欠いていることから､
職専免承認に対する
考え方を整理される
こと｡

２ 旅行命令簿､ 出勤簿
等の取扱いについて
(対応を求める相手：
知事部局､ 教育庁の当
該事務の所管課)� 知事部局､ 教育庁
においては､ 団体の
用務で出張した場合
等の県の旅行命令簿
及び復命書の作成､
出勤簿の表示が各機
関によって異なって
いる事例が見受けら
れたので､ 次の場合
における取扱いにつ
いて統一的な運用が
なされるよう対応さ
れること｡

ア 県の業務として団
体の事務に従事して
いる場合で､ 団体の
用務で出張した場合
の取扱い
イ 職専免承認を受け
て団体の事務に従事
している場合で､ 団
体の用務で出張した
場合の取扱い
ウ 県の業務として出
張する場合で､ 団体
から旅費を負担して
もらう場合の取扱い� 教育庁においては､

人事課 平成17年５月19日付け青人
第130号 (別紙) により､ 団
体の事務に県職員が従事する
場合等に係る平成16年度中の
旅行命令簿､ 出勤簿の処理に
関して､ 各所属へ自己点検を
指示した｡
適切な処理が行われていな
かったものが10団体あったの
で､ 今後適切な処理が行われ
るよう改める｡ (主な例：団
体の業務に係る出張について､
県の旅行命令簿を作成し､ 出
勤簿に出張との表示をしてい
たもの｡ )

県立学校課 旅行命令簿､ 出勤簿等の取
扱いについて､ 昭和39年４月
14日付け青教学第511号 ｢青
森県立学校管理規則第24条第
１項本文の運用方針について｣
の周知を再度図り､ 公務旅行
等について統一的な運用を図
るとともに､ 平成17年３月30
日付け青教県第1354号 ｢教員
の週休日の振替え期間の特例
について｣ において､ 教員の
週休日の振替え期間を拡大す
ることにより､ より適正な取
扱いができるようにした｡

県立学校職員が週休
日に団体の用務で勤
務した場合で､ 公務
としての従事が認め
られる場合にあって
も､ 週休日の振替が
とられていない場合
が見受けられたので､
週休日に勤務した場
合の振替について適
切な対応をされるこ
と｡

３ 行政財産使用許可手
続等について
(対応を求める相手：
教育庁の当該事務の所
管課)

県立学校内にプロパー
職員が常勤している団体
や購買部を置いている団
体が見受けられるが､ い
ずれも行政財産使用許可
手続がとられていないの
で､ 許可手続がとられる
よう指導されること｡
また､ 購買部設置場所
に係る光熱水費を学校が
負担している場合があっ
たが､ 本来団体が負担す
べきものと考えられるの
で､ これについて統一的
な取扱いがされるよう指
導されること｡

学校施設課 平成17年１月13日付け青教
施第672号 ｢校舎内に購買部
を設置した場合及び私費職員
を配置した場合の使用許可に
ついて (通知) ｣ において､
使用許可申請の手続きの徹底
を図るとともに､ 団体が負担
すべき光熱水費について統一
を図った｡

４ 県負担金拠出に当た
っての契約書等の整備､
見直しについて
(対応を求める相手：
知事部局､ 教育庁の当
該事務の所管課及び該
当する県の機関)

特定目的のために県が
負担金を拠出しているも
のについて､ 県と団体と
の間で負担金の使途につ
いての契約書等がないも
のや大会開催経費の収支
計画に基づき県負担金が
決められているものにつ
いて､ 収支計画と決算収

県立学校課
生涯学習課
スポーツ健康課

県が負担金を拠出している
ものについて､ 平成17年度よ
り､ 県負担金拠出に当たって､
契約書又は協定書を締結する
こととし､ また､ 収支計画書
と決算収支が異なった際の県
の負担金の取扱い (協議の取
扱いを含む｡ ) について､ 契
約書等に明示することとした｡
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支が異なった際の県負担
金についての取り決めが
されていないものがある
ので､ このような県負担
金拠出に当たっての契約
書等の整備や見直しをさ
れること｡

５ 適正・適切な会計処
理の確保について
(対応を求める相手：
知事部局､ 教育庁､ 警
察本部の当該事務の所
管課及び該当する県の
機関)

会計処理上の問題点が
多数見受けられたことか
ら､ 県が団体の会計事務
を担当する場合の取扱指
針等の作成について検討
されるとともに､ 県とし
て団体及び県職員である
事務局員をより積極的に
指導監督されること｡

人事課 平成17年５月19日付け青人
第130号 (別紙) により､ 各
所属へ平成16年４月の出納局
の通知 ｢現金の管理方法及び
事務手続きの点検について｣
の周知を図り､ 自己点検を実
施するよう指示した｡

税務課 各県税事務所長に対し､ 青
森県納税貯蓄組合連合会各地
区支部が管理する現金の取扱
いについて､ 適切な処理の指
導を行うよう通知した｡

政策調整課 企画政策部に事務局を置く
団体の会計事務取扱要領を作
成し､ 適正に処理するように
各課に通知した｡

健康福祉政策課 部としての会計事務取扱要
領を作成｡

上北地方健康福祉こ
どもセンター
(県南里親会)

平成17年５月７日､ 県南里
親会総会にて､ 別添 ｢会計処
理規定｣ を制定｡ 同日付､ 施
行することとした｡

県民生活政策課
(青森県交通対策協
議会)

｢青森県交通対策協議会事
務局規程 (案) ｣ を制定し､
会計事務の取扱指針を定め､
これを明確化する予定である
が､ 規程の制定には､ 協議会
会則第８条第３項第２号によ
り､ 幹事会の承認を得なけれ
ばならず､ 次回の幹事会開催
時に承認を得る予定である｡

自然保護課
(第２回世界自然遺
産会議実行委員会)

第２回世界自然遺産会議実
行委員会設立時に ｢事務局規
程｣ を定め､ 既に会計事務を
担当する場合の取扱指針を設
けているが､ これに加え､ 起

案により正式に ｢事務局員の
任命､ 出納員・会計員の任命｣
手続きを行い､ 県職員である
事務局員が実行委員会の会計
事務に携わる根拠を明確にす
るなどの整備を行った｡

商工政策課 当部に事務局を置く団体に
共通となる会計事務取扱方針
｢青森県商工労働部に事務局
を置く団体の会計事務取扱事
務処理要領｣ (別添) を策定
した｡

文化観光課 適正・適切な会計処理の確
保を図るため､ 当部の取扱指
針 ｢文化観光部に事務局を置
く団体の会計事務処理要領｣
の作成に着手する｡

農林水産政策課 ｢農林水産部に事務局を置
く団体の会計事務取扱要領｣
を策定し､ 適正・適切な会計
処理に努めるよう各所属に通
知した｡

監理課 当部各課に事務局を置く団
体については､ 平成17年６月
23日施行された ｢県土整備部
に事務局を置く団体の会計事
務取扱要領｣ に基づき会計事
務を処理することにより､ よ
り一層の適正かつ適切な会計
処理を確保することとした｡

経理課 取扱指針については､ 平成
16年４月出納局 ｢現金の管理
方法及び事務手続の点検につ
いて｣ に基づき適切に対応し
ている｡

教育政策課 会計処理上の問題点が多数
見受けられたことから､ 昭和
63年６月８日付け青教学第31
1号 ｢現金の取扱いについて｣
及び平成16年４月付け出納局
｢現金の管理方法及び事務手
続きの点検について｣ の周知
を再度図るとともに､ 平成17
年７月26日付け青教政第164
号 ｢平成16年度行政事務監査
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の結果に対する対応について｣
において､ 問題点等に対する
団体の対応を促すとともに､
団体及び事務局員となってい
る県職員に対して適切な指導
を行うよう､ 各県立学校長に
通知し､ 適切な指導監督を行
うこととした｡
また､ 青森県公立高等学校
事務職員協会において ｢県立
学校に事務局を置く団体の会
計チェックリスト｣ を作成周
知し､ 今後の適正・適切な団
体の事務処理に活用していく
こととした｡

青森警察署
(青森地区防犯協会)

｢青森地区防犯協会会計処
理要領｣ を定め､ 平成17年７
月１日から運用を開始｡

６ 実地監査において問
題点等が見受けられた
機関・団体に対する要
望
(対応を求める相手：
知事部局､ 教育庁､ 警
察本部の当該事務の所
管課及び該当する県の
機関)

問題点等のうち団体が
対応しなければならない
ものについては､ 団体の
事務局を担う県として､
団体及び事務局員となっ
ている県職員に対して適
切な指導をされること｡
また､ 問題点等のうち
県が対応しなければなら
ない事項については､ 関
係部署において適切に対
応されること｡

※個別の機関・団体ご
との要望事項については､
平成17年３月23日付け青
監査第114号の行政事務
監査報告書を参照､ 措置
の内容欄の番号は同報告
書の資料２中の問題点等
欄の番号である｡

人事課 平成17年５月19日付け青人
第130号 (別紙) により､ 各
所属へ県に事務局を置く団体
の事務に従事する場合の服務
上の取り扱いについて点検を
実施するよう指示するととも
に､ 会計処理に関しても平成
16年４月の出納局の通知 ｢現
金の管理方法及び事務手続の
点検について｣ の周知を図り､
自己点検を実施するよう指示
した｡

青森県税事務所
(青森県納税貯蓄組
合連合会青森地区支
部)

１ 青森県納税貯蓄組合連合
会青森地区支部が管理する
現金の取扱いについて､ 印
章は事務局長 (県税事務所
次長) ､ 通帳は書記 (担当
者) がそれぞれ管理するよ
う指導した｡

防災消防課
(青森県婦人防火ク
ラブ連絡協議会)

１ (助成金の見直し) 平成
17年度から､ 県幼少年婦人
防火委員会に対する助成は
行わないこととする｡
２ 平成17年度から､ 会計年
度終了後に決算監査を行う
こととする｡

新幹線・交通政策課
(むつ湾内航路活性

１ 課長職の職専免手続きに
ついて､ 決裁権者が副知事

化推進会議) なのに部長決裁していたが､
改めて副知事から決裁を受
けた｡
３ 平成15年度に団体が使用
した県の切手について団体
から返還を行った｡

新幹線・交通政策課
(青森県鉄道整備促
進期成会)

１ 平成13年度以降に県費か
ら支払われた旅費について
返還手続きをし､ 改めて団
体の経費から支払った｡

統計分析課
(青森県統計協会)

１ 行政資料センターに設置
している青森県統計協会の
コピー機については､ 庁舎
を管理している総務学事課
と協議のうえ､ 行政財産使
用許可の申請をし､ 平成17
年６月３日付けで許可され
たところである｡
今後適正・適切な事務処
理を行うこととする｡
(許可内容) 使用料免除､
電気料等実費負担

上北地方健康福祉こ
どもセンター
(県南里親会)

１ 県南里親会会計処理規定
を作成し､ 預金通帳を会計
担当者が大金庫にて保管､
使用印鑑を会計責任者が小
金庫にて管理し､ 会計担当
者が印鑑使用する際は､ 会
計責任者の承認を得ること
とした｡

県立精神保健福祉セ
ンター
(青森県精神保健福
祉協会)

１ 団体 (協会) の理事会等
で､ 会費の徴収方法等を検
討予定｡
２ 印鑑は団体事務局職員が､
通帳は総務課 (金庫) で保
管｡
３ 切手の出納簿を作成済｡
４ 支払いに係る証拠書類に
ついて､ 徴収漏れの防止に
留意｡
５ 今後､ 行政財産使用許可
手続きは行わない｡

工業振興課
(青森県企業誘致推
進協議会)

１ 通帳と印鑑の保管につい
て､ それぞれ当該協議会担
当者並びに産業立地推進グ
ループリーダーの２名に保
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管を分けて対応した｡

農林水産政策課
(青森県生活改善グ
ループ連絡協議会)

１ 通帳は､ 事務局担当以外
の農業改良普及グループ員
が管理し､ 印鑑は事務局長
である農業改良普及グルー
プリーダーが管理している｡
事務局担当者は､ 支出伺
いを事務局長が決裁後､ 支
出手続きを行っている｡
２ 会計年度が４月から３月
までであるため､ 決算監査
を次年度の４月に行うこと
とした｡

総合販売戦略課
(�青森県ふるさと
食品振興協会)

１ 指摘を踏まえ､ 平成16年
４月以降の出張分について､
県に対する復命書を提出し
ている｡
２ 16年度事業の実施に当た
り､ 運用上領収書の添付を
義務づけていたところであ
り､ 指摘を受けた時点では
既に改善済みであった｡
３ 指摘を踏まえ､ 県内の機
械取扱代理店等に照会を行っ
た結果､ 会員代理店の他に
今年度導入を予定していた
加工用機器取扱店が存在し
なかった｡
４ 休日手当支給者を対象に
源泉徴収を実施し､ 納税す
ることとした｡ また､ 平成
16年４月以降は､ 休日手当
に関する内規を廃止し､ 手
当の支給を行っていない｡

総合販売戦略課
(青森県ほたて流通
振興協会)

１ 指摘を踏まえ､ 平成16年
度事務より改善を図った｡
２ 指摘を踏まえ､ 平成16年
度事務より改善を図った｡
３ 平成16年12月27日に県行
政改革及び県行政事務監査
を踏まえた上での団体事務
局の今後のあり方について
県漁連と協議した結果､ 平
成17年２月１日に県漁連よ
り団体事務局を県から県漁
連に移管する旨の回答があ
り､ 同年３月31日付けで団
体事務局を県から県漁連へ
移管した｡

４ 指摘を踏まえ団体に対し
今後は源泉徴収を確実に行
うこと並びにこれまで支払
われた手当から納税するよ
う指導した｡ なお､ 団体の
事務局が県から県漁連に移
管となったため､ 平成17年
４月以降は県職員に対する
手当支給は行っていない｡

構造政策課
(青森県青年農業士
会)

１ 平成16年度の監査報告は､
平成16年２月１日から平成
17年１月末日までの会計期
間終了後に実施することと
した｡
2 平成16年度の補助金は､
平成17年５月31日に入金さ
れたことから､ 平成17年度
の収入として扱うこととし
た｡

りんご果樹課
(21世紀青森りんご
行動計画推進協議会)

１ 通帳と印鑑の保管につい
ては､ 通帳は金庫に保管し
て事務局員が管理し､ 印鑑
については事務局次長が管
理している｡
２ 決算監査については､ 年
度終了後に実施することと
している｡

林政課
(青森県林業改良普
及協会)

１ 平成17年度より､ 事務局
を県から社団法人青森県林
業会議に移し､ 事務局員を
県職員が担わないこととし
た｡ また､ 団体に対しては､
会計処理上､ 通帳と印鑑は
事務局員が一人で管理する
ことなく､ 複数によりそれ
ぞれ管理するように指導し
た｡

水産振興課
(青森県漁業士会)

１ 16年度の実績報告時にお
いては､ 適切な処置を取っ
た｡ また､ 各支部へ支援金
を支払った場合は､ 支部に
対して実績報告の提出を求
めることとした｡
２ 通帳及び印鑑について､
別な者が管理することとし
た｡ (通帳＝事務局員､ 印
鑑＝事務局長)�
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３ 支出伝票､ 領収書ともに､
正しい金額に修正した｡
４ 東青支部の通帳により､
確実に受領していることを
確認した｡

東地方農林水産事務
所
(東青農水産物加工
協議会)

１ 通帳と印鑑については､
地域支援担当副室長 (通帳)
と高度技術担当副室長 (印
鑑) がそれぞれ分担して管
理し､ 事務局担当は支出伺
いをとり､ 両者から確認を
得て支出の手続きを行って
いる｡ さらに終了後､ 適正
に処理されたか地域支援担
当副室長が通帳等で確認を
行っている｡
２ 平成17年５月９日､ 当該
団体の役員会において検討
した結果､ 会計年度を１月
から12月までとすることと
した｡ また､ 臨時総会を７
月に開催し､ 会計年度を１
月から12月までとする規約
改正を行うこととしている｡
それに伴って､ 監査及び総
会は次年度の１月以降に行
うこととした｡

下北地方農林水産事
務所
(青森県漁業士会む
つ支部会)

１ 出納伺いを作成し､ 通帳
管理者と印鑑管理者を別と
した｡ 通帳使用時には使用
年月日､ 使用者､ 使用目的､
出納予定金額を記載し､ 通
帳管理者と印鑑管理者の印
を押すこととした｡
２ 切手供用簿を作成した｡
切手使用時には使用年月日､
宛名､ 払出先､ 使用切手枚
数を記載し､ 受領印を押す
こととした｡
３ 物品管理簿を作成した｡
物品には ｢むつ支部物品､
管理開始年月日｣ を記載又
はシールを貼ることとした｡
４ 旅費受領者からは受領印
をもらうこととした｡ 支払
伝票及び支出について､ 請
求書､ 領収書の発行を行う
こととした｡

整備企画課 １ 当団体は､ 職務に専念す

(青森県建設技術協
会)

る義務の免除願い及び営利
企業等の従事許可願いの手
続きを簡略化された団体で
あるので､ 今後職員が当該
団体・職の事務に従事する
場合は､ 適切にその手続を
行うよう指導した｡
２ 通帳と印鑑の管理者はそ
れぞれ別々にした｡

河川砂防課
(青森県河川協会)

３ タクシークーポン券を混
用することのないよう指導
した｡ また､ 混用すること
のないよう､ 発券する者が
使用目的をその都度確認す
ることとした｡

港湾空港課
(青森県港湾協会)

１ 平成16年度以降､ 贈答品
の執行については真に必要
な場合のみにすることとし
た｡ なお､ 平成16年度は贈
答品の執行はない｡
２ タクシークーポン券供用
簿を作成した｡ また､ 使用
者からは領収書を提出させ
ることとした｡

建築住宅課
(青森県公営住宅等
整備事業連絡会)

１ 現在､ 年会費収入を上回
る繰越金があるが､ 今後は
市町村合併に伴い会員数が
大幅に減少し､ 年会費収入
も大幅に減少することから､
平成16年度上期において､
平成17年度以降の事業のあ
り方についての会員に対す
るアンケートを実施し､ コ
スト縮減を図りつつ必要な
事業を適正に執行して行く
実施方針を作成した｡ これ
に伴い､ 繰越金も解消する
と考えている｡

学校施設課
(青森県公立学校施
設整備期成会)

１ 平成17年４月から出納簿
を作成し､ 使用状況を明ら
かにし､ 事務処理に万全を
期することとした｡

県立学校課
(第29回全国高等学
校総合文化祭青森県
実行委員会)

１ 青森県高等学校文化連盟
の実績報告書については､
証拠書類等を詳細に確認す
ることとし､ 平成15年度分
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及び平成16年度分について
確認作業を実施済みである｡
また､ 実績報告書の誤りの
部分については､ 青森県高
等学校文化連盟に訂正させ
るとともに､ 以後､ 事務処
理に万全を期すよう指導す
ることとした｡

生涯学習課
(あすの青森県を創
る運動協会)

１ 団体の存在意義を検討し
た結果､ 平成17年５月11日
付けで解散することとした｡
２ 適正な積立額を積算し､
平成16年度の決算書に表示
することとした｡
３ 平成16年度から適正な手
続きに基づき支出すること
とした｡
４ 平成17年４月に必要のな
い口座を廃止し､ 1つにま
とめることとした｡

野辺地高等学校
(青森県立野辺地高
等学校父母と教師の
会)

１ 平成17年度より､ 県の旅
行命令を作成することとし､
週休日の振り替えが必要な
場合は､ ｢教員の週休日の
振替期間の特例について｣
(平成17年3月30日付け､
青教県第1354号) により振
替え等を行うこととした｡
２ 平成17年４月のＰＴＡ役
員会及びＰＴＡ総会におい
て､ 事務長に対する権限委
任に関する規程 ｢青森県立
野辺地高等学校父母と教師
の会事務処理規程｣ につい
て提案・議決された｡
３ ｢校舎内に購買部を設置
した場合及び私費職員を配
置した場合の使用許可につ
いて (通知) ｣ (平成17年
１月13日付け､ 青教施第672
号) により許可申請を行い､
平成17年４月１日より行政
財産使用許可の承認を得て
いる｡

弘前中央高等学校
(青森県立弘前中央
高等学校後援会)

１ 従来より特別会計 (購買
部) の ｢貸借対照表及び損
益計算表｣ を年度末に調製
している｡ ただし､ 後援会
の役員会・総会に提示して

いなかったので､ 今後は後
援会の決算書の一部として
報告し承認を得るようにす
ることとした｡
２ ｢校舎内に購買部を設置
した場合及び私費職員を配
置した場合の使用許可につ
いて (通知) ｣ (平成17年
１月13日付け､ 青教施第672
号) により許可申請を行い､
平成17年４月１日より行政
財産使用許可の承認を得て
いる｡

八戸南高等学校
(青森県立八戸南高
等学校後援会)

１ ｢校舎内に購買部を設置
した場合及び私費職員を配
置した場合の使用許可につ
いて (通知) ｣ (平成17年
１月13日付け､ 青教施第672
号) により許可申請を行い､
平成17年４月１日より行政
財産使用許可の承認を得て
いる｡

南郷高等学校
(青森県立南郷高等
学校後援会)

１ 私費負担職員の雇用は１
人であり､ 同一職員が長期
担当となっているが､ 会計
管理上十分留意しており､
チエック体制は確立されて
おり問題はないものである｡
今後の任用更新にあたって
は､ 十分審議し決定するこ
ととした｡
２ ｢校舎内に購買部を設置
した場合及び私費職員を配
置した場合の使用許可につ
いて (通知) ｣ (平成17年
１月13日付け､ 青教施第672
号) により許可申請を行い､
平成17年４月１日より行政
財産使用許可の承認を得て
いる｡

三沢商業高等学校
(青森県立三沢商業
高等学校後援会)

１ 平成17年６月に開催した
後援会理事会において､ 規
程の見直しの必要性を提案
し､ 見直しすることとした｡
２ 平成17年６月に開催した
後援会理事会において､ 平
成17年度予算が承認され､
大会遠征費補助及び生徒会
館運営費補助を収入計上す
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ることとした｡
３ ｢校舎内に購買部を設置
した場合及び私費職員を配
置した場合の使用許可につ
いて (通知) ｣ (平成17年
１月13日付け､ 青教施第672
号) により許可申請を行い､
平成17年４月１日より行政
財産使用許可の承認を得て
いる｡

弘前高等学校
(弘前高等学校鏡ヶ
丘同窓会)

１ 平成17年度より､ 県の旅
行命令を作成し､ 週休日の
振り替えが必要な場合は､
｢教員の週休日の振替期間
の特例について｣ (平成17
年３月30日付け､ 青教県第
1354号) により振替え等を
行うこととした｡
２ 17年度より､ 通帳はプロ
パー職員が管理し､ 印鑑は
会長より委嘱を受けた県職
員である事務局長が管理す
ることとした｡
３ 17年度以降の監査につい
ては､ 会計年度終了後に行
うこととした｡
４ 17年度より､ 収入・支出
に係る起案は県職員である
事務局員が行い､ 県職員で
ある事務局長等の確認後､
委任を受けている校長が決
裁し､ その後プロパー職員
が収納・支払事務に携わり､
完結文書は事務局長が保管
し､ 相互の牽制を図ること
とした｡
５ ｢校舎内に購買部を設置
した場合及び私費職員を配
置した場合の使用許可につ
いて (通知) ｣ (平成17年
１月13日付け､ 青教施第672
号) により許可申請を行い､
平成17年４月１日より行政
財産使用許可の承認を得て
いる｡

八戸工業高等学校
(青森県立八戸工業
高等学校同窓会)

１ 平成16年度の決算監査を
平成17年４月１日に実施し
た｡ 今後も､ 会計年度終了
後に決算監査を実施するこ
ととした｡

２ 平成17年４月総会後､ 主
会計事務担当者を変更し､
同一者が長期間にわたって
担当しないよう配慮するこ
ととした｡

八戸西高等学校
(青森県立八戸西高
等学校創立30周年記
念協賛会)

１ 今後､ 団体の事務局を学
校に置く場合は､ 外部から
の誤解指摘を受けることの
ないよう､ 規約規程を整備
して事務処理に努めること
を確認した｡
２ 今後､ 団体の事務局を学
校に置く場合､ 通帳と印鑑
については別々の者が管理
し事務処理を行うことを確
認した｡

弘前南高等学校
(青森県高等学校長
協会普通部会)

１ 16年度については､ 会計
年度終了後の平成17年４月
21日に決算監査を実施した｡
今後も､ 会計年度終了後に
決算監査を実施することと
した｡

青森高等学校
(青森県高等学校教
頭会)

１ 平成17年９月に開催され
る法規研修会において５地
区の支部長会議を持ち､ 地
区組織への支出金の使途及
び領収書等を添付した収支
報告書を提出するよう指示
することとした｡
２ 会計担当教頭が通帳を､
その教頭が所属する学校の
事務主幹が印鑑を別々に保
管・管理することで対応す
ることとした｡
３ 平成16年度の決算監査か
らは､ 教頭会総会前に開催
される ｢第１回常任理事会｣
で会計年度終了後に監査業
務を行い､ 総会に諮るよう
改善することとした｡

五所川原農林高等学
校
(青森県立高等学校
教頭会西北支部)

１ 平成17年度より発表者に
は､ 原則として､ 現物支給
(資料､ 用紙､ インク代､
トナー代等) とすることと
した｡
２ 平成16年11月より通帳は
事務長､ 印鑑は教頭が管理
することとした｡
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３ 平成16年度決算分より監
査日を原則として３月31日
とし､ 今後も､ 会計年度終
了後に決算監査を実施する
こととした｡

弘前中央高等学校
(青森県高等学校教
育研究会)

１ 事務手当の妥当性を検討
した結果､ 平成17年度より
廃止することとした｡
２ 平成17年４月の理事会に
おいて､ 教職員に対しての
謝金 (筆耕料) は廃止する
ことで申し合わせし､ 各部
会担当者への説明会におい
て､ 廃止することを提示す
ることとした｡
３ 平成17年度より､ 料金別
納郵便や宅配便等で文書を
送達することとした｡ なお､
16年度末現在で､ 切手は全
部使用済みである｡

浪岡高等学校
(青森県高等学校教
育研究会地歴公民部
会)

１ 妥当性を検討した結果､
研究発表者に対する筆耕料
については､ 平成17年度か
ら廃止することとした｡
２ 平成17年度の役員会で規
約の改正を決定し､ 会計年
度・監事の明記について措
置し､ 8月の総会に諮るこ
ととしている｡ また､ 決算
監査は会計年度後に行うこ
ととし､ 平成16年度分から
実施することとした｡ 今後
とも､ 会計年度終了後に決
算監査を実施することとし
た｡
３ 平成17年度から､ 大会参
加費を1,500円から1,000円
に減額し､ 繰越金を充当す
ることとし､ 適正運営に努
めることとした｡
４ 平成16年度から通帳は事
務局員､ 印鑑は部会長が管
理し､ 適正に執行すること
とした｡
５ 平成16年度から支出伺の
様式を作成し､ これにより
部会長の決裁を受け､ 支出
行為及び支払を行うことと
した｡

田名部高等学校
(青森県高等学校教
育研究会外国語部会)

１ 用務先の高校の事情によ
り､ 旅行日が二転三転した
ことなどにより失念したも
のである｡ 今後は十分注意
して旅行命令簿を作成する
こととし､ 事務処理に遺漏
のないよう留意することと
した｡
２ 平成17年度より､ 県教職
員に対する現金や図書券の
支給を取り止めることとし
た｡
３ 平成17年度より､ 教職員
に対する慶弔費の執行を取
り止めることとした｡
４ 平成17年度より､ 使途が
明らかに証明できるよう､
証拠書類の提出を徹底し､
監査体制の強化を図ること
とした｡
５ 平成16年度決算において
通常会計へ戻すとともに､
平成17年度より剰余金が生
じないよう参加料の見直し
を行った｡

田名部高等学校
(青森県高等学校体
育連盟柔道専門部)

１ 平成17年度より､ 各種大
会抽選時の昼食の提供は取
り止めることとした｡
２ 平成17年度より､ 教職員
に対する慶弔費の執行や記
念品の提供を取り止め､ 予
算項目を削除することとし
た｡
３ 平成17年度より､ 印鑑は
担当者が保管管理し､ 通帳
は教頭が管理することとし
た｡
４ 平成17年度より､ 決算書
に計上することとし､ 事務
処理に遺漏のないよう留意
することとした｡
５ 平成17年度より､ 使途が
明らかに証明できるよう､
報告書や証拠書類の提出を
徹底し､ 監査体制の強化を
図ることとした｡
６ 平成17年度より､ 支払根
拠となる領収書等の提出を
求め､ 経理上､ 疑義が生じ
ないように改善することと
した｡
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弘前工業高等学校
(青森県高等学校体
育連盟バレーボール
専門部)

１ 現在､ 分離独立に向け検
討しており､ 規約改正を進
めている｡
２ 現在､ 分離独立に向け検
討を進めており､ 分離独立
後には､ 職務の関連性から
県バレーボール協会の事務
には関与しないこととした｡
３ 平成17年度より､ 県の旅
行命令を作成することとし､
週休日の振り替えが必要な
場合は､ ｢教員の週休日の
振替期間の特例について｣
(平成17年３月30日付け､
青教県第1354号) により振
替え等を行うこととした｡
４ 平成17年度より､ 通帳は
会計担当者で保管管理し､
印鑑は､ 委員長が保管管理
することとした｡
５ 平成17年度より､ 帳簿を
作成し､ 支払等の関係書類
を整備し､ 万全を期するこ
ととした｡

青森東高等学校
(青森県高等学校文
化連盟)

１ 平成17年度より､ 県の旅
行命令を作成することとし､
週休日の振り替えが必要な
場合は､ ｢教員の週休日の
振替期間の特例について｣
(平成17年３月30日付け､
青教県第1354号) により振
り替え等を行うこととした｡
２ 平成17年１月より県職員
への謝金はとりやめ､ 県の
旅費規程に準じて旅費のみ
支給することとした｡
３ 平成16年度より県の旅費
支給基準に準じて支給する
こととした｡
４ 平成16年度決算監査は平
成17年４月19日に実施して
おり､ 今後も､ 会計年度終
了後に決算監査を実施する
こととした｡
５ 平成16年度途中からは､
会計事務を二人で分担する
こととし､ 事務処理に万全
を期することとした｡
６ 平成17年度中に整理・掌
握に努め､ 備品管理台帳を
作成することとした｡

７ 記入漏れの箇所の確認及
び額の不一致の原因を解明
し帳簿の整理を図り､ 事務
処理に万全を期することと
した｡
８ 平成17年度より監査業務
を４月中旬に実施すること
とし､ 3月末日に会計を閉
鎖することで期末通帳残高
と決算残高の一致を図り､
帳簿等の整備についても万
全を期することとした｡
９ 平成17年度より､ 県負担
金拠出にあたって､ 契約書
又は協定書を締結すること
とし､ 余剰金が発生した場
合の契約書等の整備につい
て見直しを行うこととした｡
10 平成17年度より受領校の
領収書だけではなく､ 事業
実施前の使途計画書及び事
業実施後の復命書や使途報
告書等行程・使途の確認が
できる書類の提出を義務づ
け､ 宿泊証明書もしくは宿
泊所の領収書等の添付も求
め､ 監査体制の強化を図る
こととした｡
11 平成17年度より受領校の
領収書だけではなく､ 事業
実施前の使途計画書及び事
業実施後の復命書や使途報
告書等行程・使途の確認が
できる書類の提出を義務づ
け､ 宿泊証明書もしくは宿
泊所の領収書等の添付も求
め､ 監査体制の強化を図る
こととした｡

八戸高等学校
(青森県高等学校文
化連盟放送部)

１ 平成17年５月より会計担
当の事務局員を従来の１名
から２名に増員することと
し､ ２名の事務局員により
通帳と印鑑を分けて管理・
保管する体制とし､ 万全を
期することとした｡

青森東高等学校
(青森県公立学校事
務長会)

１ 平成16年度から､ 使途の
報告書や証拠書類を確認す
ることとし､ 支出団体で保
管することとした｡
２ 印鑑は事務局校で保管管
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理し､ 通帳は会長校で保管
管理することとした｡

森田養護学校
(青森県特殊学校事
務長会)

１ 平成16年11月の総会にお
いて規約を改正し､ 監事を
設定して本会計を平成16年
度より監査を実施すること
とした｡
２ 平成16年11月より通帳は
会長が保管管理､ 印鑑は理
事が保管管理することとし
た｡

青森工業高等学校
(青森県高等学校野
球連盟)

１ 平成17年度より､ 個々の
実情に応じて週休日の振り
替えを行うようにし､ ｢教
員の週休日の振替期間の特
例について｣ (平成17年３
月30日付け､ 青教県第1354
号) により､ 平成17年度よ
り､ 週休日の振替を行うこ
ととした｡
２ 各種会議や大会時におけ
る昼食費及び会議費の執行
について､ 県職員として適
正な執行を行うようにする｡
平成17年度から､ 食材・茶
菓等は必要最小限に抑え､
弁当については､ 審判員や
外部の大会補助員のために
準備することとした｡
３ 大会業務手当の妥当性等
を検討した結果､ 平成17年
度から県職員に対する大会
業務手当を廃止することと
した｡
４ 宿泊費について､ 今まで
は実費を支給してきたが､
平成17年度からは県費旅費
支給基準に沿って適正な支
給を行い､ 夕食代実費のな
かで酒食を伴うものについ
ては､ 参加者から会費を徴
収することとした｡
５ 平成17年度から､ 県の備
品台帳に準じて台帳を作成
し､ 切手についても受払簿
を作成し使用状況を正確に
把握することとした｡
６ 平成17年度から､ 補助金
の支給額の明細がわかるよ
うに支給し､ 視察後は復命

書および収支決算書 (領収
書) を提出してもらうこと
とした｡
７ 平成17年度から､ 支出伝
票に目的・相手方・算定根
拠等を記載することとした｡
８ 平成16年度より､ 会計支
出年度を４月１日から３月
31日までとし､ 監査を４月
１日以降に行うように改め
ることとした｡
９ 平成17年度から､ 助成金
に対する支出の内訳を明確
にし､ 会計報告も行うこと
とした｡
10 平成17年度より､ 県に提
出する収支決算書と当連盟
の決算書の様式を統一し､
事務処理に万全を期するこ
ととした｡
今後の東北大会において
も雨天等の期間延長に備え
ての剰余金が出ることが予
想されるため､ 県負担金の
拠出を受けずに自主財源に
より運営する方向で､ 県高
体連やスポーツ健康課と協
議していくこととした｡

青森南高等学校
(青森県高等学校Ｐ
ＴＡ連合会東青地区
協議会)

１ 平成16年度より､ 印鑑は
事務長が保管管理し､ 通帳
は渉外主任が保管管理する
こととした｡

黒石高等学校
青森第二養護学校
(青森県公立高等学
校事務職員協会)

１ 平成17年度より､ 印鑑は
会長が保管管理し､ 通帳は
会計担当である総務委員長
が保管管理することとした｡

企画政策課
(青森地区防犯協会)

生活安全企画課 (青
森地区防犯協会)

１ 決裁月日､ 通知月日記載
欄を追加した免除願の様式
を作成し､ 平成17年８月中
に運用開始を予定｡

１ 平成17年４月４日､ 各署
宛に､ 春の異動後速やかに
免除願を提出するよう指示
する旨の通達を発出｡

弘前警察署
地域課

１ 平成17年５月17日､ 県山
遭協 (事務局～地域課) か��
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※この措置内容は､ 平成17年７月31日現在で取りまとめしたものである｡

※措置の内容欄中の ｢別添｣ ､ ｢別紙｣ については省略｡

(青森県山岳遭難防
止対策協議会弘前支
部)

ら各支部 (支部を持つ警察
署) 宛に､ 備品台帳を備え
るよう文書で指示し､ その
運用を開始｡
２ 平成17年５月17日､ 県山
遭協 (事務局～地域課) か
ら各支部 (支部を持つ各警
察署) 宛に､ ｢支払伺｣
｢支払精算書｣ の様式を文
書で示し､ 平成17年５月17
日から運用を開始｡
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